
中富良野町介護福祉士養成施設就学資金貸付条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中富良野町介護福祉士就学施設資金貸付条例（令和６年中富良

野町条例第１６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（貸付の申請） 

第２条 条例第４条第１項の規定による就学資金の貸付の申請は、介護福祉士養成施

設就学資金貸付申請書（別記第１号様式）を毎年度町長に提出してしなければなら

ない。 

２ 第１項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただ

し、前年度に引き続き当該就学資金の貸付を受けようとする者については、第２号

に掲げる書類の添付を要しない。 

（１）誓約書（別記第２号様式） 

（２）戸籍謄本又は住民票の謄本 

（３）北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に申請した際に提出したものの

写し全て 

（４）北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に決定されたことを確認できる

書類の写し 

（就学資金の交付） 

第３条 就学資金は、貸付の決定を受けた者に、年２回に分割して交付する。ただし、

特別の理由があるときは、年に１回として交付することができる。 

（借用証書の提出） 

第４条 就学資金の貸付を受けた者（以下「借受者」という。）は、就学資金の当該

年度の貸付が終了したとき又は条例第６条第１項の規定により貸付の決定を取り消

されたときは、介護福祉士養成施設就学資金借用証書（別記第３号様式）を速やか

に町長に提出しなければならない。 

（連帯保証人の変更の届出） 

第５条 条例第５条第３項の規定による連帯保証人の変更の届出は、連帯保証人変更

届（別記第４号様式）を町長に提出してしなければならない。 

（届出） 

第６条 借受者（借受者が届け出ることが困難な場合にあっては連帯保証人。）は、

貸付を受けた就学資金の返還の債務を免除されるまでの間又は返還を終了するまで

の間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該各号に定め

る書類によりその旨を町長に届け出なければならない。 

（１）借受者又は連帯保証人の氏名又は住所に変更が生じたとき。氏名住所変更届



（別記第５号様式） 

（２）借受者が就学資金の貸付を受けることを辞退するとき。辞退届（別記第６号様

式） 

（３）借受者が休学し若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したとき。休学・退

学・復学届（別記第７号様式） 

（４）借受者が退学し、又は卒業したとき。卒業退学届（別記第８号様式） 

（５）条例第７条第１号に規定するところにより同号に規定する介護等の業務（以下

「介護等の業務」という。）に従事し、従事する施設等を変更し、又は従事しな

くなったとき。業務従事等届（別記第９号様式） 

（６）条例第７条第１号に該当するとき。業務従事満了届（別記第１０号様式） 

（７）条例第７条第２号に該当するとき。業務継続不能等届（別記第１１号様式） 

（介護等の業務従事状況報告） 

第７条 借受者は、条例第７条第１号に規定するところにより介護等の業務に従事し

た場合において、同号若しくは同条第２号に該当するに至るまで又は条例第８条の

規定により返還を開始するまでの間、毎年３月末日における介護等の業務の従事状

況を介護等の業務従事報告書（別記第１２号様式）により、翌月１５日までに町長

に報告しなければならない。 

（介護等の業務） 

第８条 条例第７条第１号アの規則で定める業務は、介護福祉士の行う社会福祉士及

び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条第２項に規定する介護等の業務

とする。 

（介護等の業務に従事した期間の計算） 

第９条 条例第７条第１号及び第１０条第１号に規定する介護等の業務に引き続き従

事した期間を計算する場合においては、借受者が当該介護等の業務に従事した日の

属する月から当該介護等の業務に従事しなくなった日の属する月までの月数を算入

するものとする。ただし、借受者が介護等の業務に従事しなくなった日の属する月

において再び当該介護等の業務に従事することとなったときは、その月を１箇月と

して算入するものとする。 

（返還明細書の提出等） 

第１０条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日か

ら起算して２０日以内に返還明細書（別記第１３号様式）を町長に提出しなければ

ならない。 

（１）条例第８条の規定に該当するとき。 

（２）条例第１０条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。 

２ 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするとき

は、返還方法変更申請書（別記第１４号様式）を町長に提出して、その承認を受け



なければならない。 

（返還金等の納入） 

第１１条 条例第８条の規定による就学資金の返還及び条例第１０条の規定による違

約金の納入は、町長の発行する納入通知書により指定の期日までに納付しなければ

ならない。 

（返還の債務の履行の猶予） 

第１２条 条例第９条の規定により就学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようと

する借受者は、返還債務の履行猶予申請書（別記第１５号様式）に同条の規定に該

当することを確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、第１項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履

行の猶予の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。 

（返還の債務の減免等） 

第１３条 条例第１０条の規定により就学資金の返還の債務の全部又は一部の免除を

受けようとする借受者は、返還金（違約金）減免申請書（別記第１６号様式）に同

条の規定に該当することを確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、第１項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決

定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


